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[今月の担当]

有期契約労働者や非常勤職員の待遇改善を考えています。
そのような際に活用できる助成金はありませんか？
有期労働者や非常勤職員を募集してもなかなか集まりません。
処遇改善を図って、何とか求人を増やしたいと思っています。

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制

度」を新たに就業規則等に規定し、 延べ4人以上に実施

した場合に受給できます。労働安全衛生規則（第43条・

第44条）では、常時使用する労働者に対して健康診断が

義務づけられています。それを「法定健康診断制度」とい

い、その対象者以外に行う健康診断のことを「法定外の

健康診断制度」と呼びます。

常時使用する労働者とは、「期間の定めのない労働契

約により使用されている者」や「期間の定めのある労働

契約により使用される者で契約期間が1年以上である

者」ならびに「契約更新により1年以上使用されることが

予定されている者」、「および1年以上引き続き使用され

ている者」で、かつ「1週間の労働時間数が、その事業場

で同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間

数の3分の4以上の者」のことです。

助成金額は、1事業所当たり38万円＜48万円＞（28万

5,000円＜36万円＞） です。なお、＜ ＞は生産性の向上

が認められる場合の額、（）内は大企業の額です。
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≪介護事業所で活用できる≫

助成金のご紹介

Q

国のキャリアアップ助成金のうち、「健康診断制度コース」と、新た
に始まった「諸手当制度共通化コース」の2つの助成金が、待遇改善
に役立ちます。

A

キャリアアップ助成金（健康診断制度コース）

資料 受給までの流れ

1 就業規則に新たに「法定外の健康診断制度」を
規定し、労働基準監督署に就業規則を届け出る

▼

2

有期契約労働者等が受診する健康診断を選び、
延べ4人以上に実施※ 「雇入時健康診断制度」

または「定期健康診断制度」を規定した場合は費
用の全額を、「人間ドック制度」を規定した場合は
半額以上を、会社が負担する必要があります

3 支給申請準備……受診後、2カ月以内

4 支給申請

この場合の健康診断の定義は、次のとおりです。

① 雇入時健康診断：雇入れの際

② 定期健康診断：1年以内ごとに1回

③ 人間ドック（下記Aに加えて、B〜Hのいずれかの項

目について行う健康診断を指します。）

A：基本健康診断 B：胃がん検診 C：子宮がん検診

D：肺がん検診 E：乳がん検診 F：大腸がん検診

G：歯周疾患検診 H：骨粗しょう症検診

▼

▼

自事業所に合ったコース選択が大事
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雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働

者と共通の諸手当に関する制度を新たに就業規則等に

規定し、適用した場合、受給できます。

助成金額は、1事業所当たり38万円＜48万円＞（28万

5,000円＜36万円＞） です。なお、＜＞は生産性の向上

が認められる場合の額、（ ）内は大企業の額です。
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キャリアアップ助成金
（諸手当制度共通化コース）

資料 受給までの流れ

1 諸手当制度を共通化した就業規則の作成

▼

2 就業規則の届け出

3 諸手当制度の共通化の実施

4 共通化後の賃金に基づき6カ月分の賃金を支
給

▼

▼

資料 対象となる諸手当一覧

（名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的
が合っていれば問題ありません）

❶賞与（＝ボーナス）

労働者の勤務成績に応じて、定期または臨時に支給
される手当（6カ月分相当として5万円以上支給が条
件）。

❷役職手当

管理職等、職制上の責任のある労働者に対して、役
割や責任の重さ等
に応じて支給される手当。

❸特殊作業手当・特殊勤務手当

著しく危険・不健康・困難な勤務等、その勤務の特殊
性に応じて支給される手当。

❹精皆勤手当

労働者の出勤推奨を目的として、事業主が決めた出
勤成績を満たしている場合に支給される手当。

❺食事手当

勤務時間内における食費支出を補助することを目的
として支給される手当。

❻単身赴任手当

勤務する事業所の異動・住居の移転等にを行うことと
なった労働者に対して、事業所との間の距離等に応
じて支給される手当。

❼地域手当

複数の地域に事業所がある場合、勤務地の物価等
の地域差に応じて支給される手当。

❽家族手当

扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や
人数等に応じて支給される手当。

❾住宅手当

自ら居住するための住宅等に、支払っている家賃等
に応じて支給される手当。

❿時間外労働手当

法定労働時間を超えた分を割増賃金として支給され
る手当（割増率を法定割合の下限に5%以上加算して
支給が条件）。

⓫深夜・休日労働手当

休日や深夜（午後10時〜午前5時まで）の労働時間

に対する割増賃金として支給される手当（割増率を法
定割合の下限に5%以上加算して支給が条件）。

5 助成金の支給申請

▼

6 助成金の支給決定

▼

社員のモチベーションアップに活用

分からない時は、ぜひ専門家に相談を・・・

※専門家は「社会保険労務士」です。

助成金とは・・・

国や地方自治体、財団等からの中小企業
などに対して支援している

“返済不要の資金” です！
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